
税パ
ー
ト
収
入
と
税
金

パ
ー
ト
収
入
は
、通
常
、給
与
所

得
と
な
り
ま
す
。給
与
所
得
は
、年

収
か
ら
給
与
所
得
控
除
額
（
最
低

６５
万
円
）
を
差
引
い
て
求
め
ま
す
。

配
偶
者
特
別
控
除
の

改
正
に
つ
い
て

平
成
１６
年
分
よ
り
、
配
偶
者
特

別
控
除
の
う
ち
、
配
偶
者
が
控
除

対
象
配
偶
者
（
合
計
所
得
金
額
が

３８
万
円
以
下
の
配
偶
者
）
に
該
当

す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
部
分
（
配

偶
者
控
除
と
重
複
し
て
控
除
さ
れ

る
部
分
）
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
夫
に
所
得
が
あ
り
、

妻
が
パ
ー
ト
で
働
く
場
合
を
例
に

考
え
て
み
ま
す
と
、
妻
の
パ
ー
ト

収
入
が
１
０
３
万
円
（
月
平
均
約

８
万
５
千
円
）
ま
で
な
ら
配
偶
者

控
除
が
受
け
ら
れ
、
パ
ー
ト
収
入

が
１
０
３
万
円
を
超
え
て
１
４
１

万
円
未
満
で
あ
れ
ば
配
偶
者
特
別

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
配
偶
者
特
別
控
除
は
夫

の
合
計
所
得
が
１
、０
０
０
万
円
を

超
え
る
場
合
は
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

住
民
税
（
町
県
民
税
）

均
等
割
の
改
正
に
つ
い
て

平
成
１７
年
度
住
民
税
よ
り
、
均

等
割
の
納
税
義
務
を
有
す
る
夫
と

生
計
を
一
に
す
る
妻
で
、
夫
と
同

じ
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
者

に
対
す
る
均
等
割
の
非
課
税
措
置

が
廃
止
さ
れ
、
平
成
１７
年
度
分
は

２
分
の
１
の
額
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
夫
が
住
民
税
均
等
割

の
納
税
義
務
者
で
あ
り
、
妻
の
パ
ー

ト
収
入
が
９３
万
円
を
超
え
る
場
合
、

妻
に
は
均
等
割
額
の
２
分
の
１
の

額
（
２
、０
０
０
円
）
の
均
等
割
が

か
か
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

住
民
税
に
つ
い
て

役
場
税
務
課
町
民
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
０

所
得
税
に
つ
い
て

松
山
税
務
署

�
９
４
１
―
９
１
２
１

税
務
相
談
室

�
９
４
６
―
４
５
８
９

年
末
調
整
は

重
要
な
手
続
で
す

年
末
調
整
と
は
？

年
末
調
整
と
は
、
そ
の
年
最
後

の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
が
支
払
わ
れ

る
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
に
給
与
な

ど
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

の
合
計
額
と
、
そ
の
年
中
の
給
与

の
支
給
総
額
に
つ
い
て
納
付
す
べ

き
税
額
（
年
税
額
）
と
を
比
較
し

て
過
不
足
額
の
精
算
を
行
う
こ
と

を
い
い
ま
す
。

こ
の
年
末
調
整
は
、
勤
務
先
で

給
与
所
得
者
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

給
与
所
得
以
外
に
他
に
所
得
の
な

い
大
部
分
の
給
与
所
得
者
に
と
っ

て
確
定
申
告
に
代
わ
る
役
目
を
果

た
す
重
要
な
手
続
で
す
。

年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
方

年
末
調
整
は
、
原
則
と
し
て
勤

務
先
に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
る

方
で
主
に
次
に
該
当
す
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

�
１
年
を
通
じ
て
勤
務
し
て
い

る
方

�
年
の
中
途
で
就
職
し
、
年
末

ま
で
勤
務
し
て
い
る
方

�
年
の
中
途
で
死
亡
に
よ
り
退

職
し
た
方

年
末
調
整
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

年
末
調
整
は
、
主
に
次
に
該
当

す
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
方
は
、
自
分
で
確
定

申
告
を
し
て
税
額
を
精
算
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

�
本
年
中
の
主
た
る
給
与
の
収

入
金
額
が
２
�
０
０
０
万
円

を
超
え
る
方

�
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受

け
て
い
る
方
で
、
他
の
勤
務

先
に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養

控
除
等
申
告
書
」
を
提
出
し

て
い
る
方

�
年
末
調
整
を
行
う
と
き
ま
で

に
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
控

除
等
申
告
書
」
を
提
出
し
て

い
な
い
方

年
末
調
整
に
必
要
な
も
の

年
末
調
整
で
各
種
の
控
除
額
の

精
算
を
行
う
に
は
、
次
の
各
種
申

告
書
等
を
勤
務
先
に
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

�
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
扶
養
親

族
な
ど
が
い
な
い
場
合
に
も

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特
別

控
除
申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
本
人
が

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
所

得
金
額
が
一
定
の
範
囲
の
配

偶
者
に
限
り
ま
す
。）
を
有
す

る
場
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

�
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除

申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
国
民
健

康
保
険
や
国
民
年
金
の
保
険

料
な
ど
の
社
会
保
険
料
、
小

規
模
企
業
共
済
等
掛
金
、
生

命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
を

本
人
が
支
払
っ
た
場
合
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
給
与
所
得
者
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
申
告
書

こ
の
申
告
書
は
、
税
務
署

長
が
発
行
し
た
「
年
末
調
整

の
た
め
の
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
証
明
書
」
等
を
添
付

し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
課
町
民
税
係

�
９
８
５
�
４
１
１
０

松
山
税
務
署

�
９
４
１
�
９
１
２
１

１１月の納税
国民健康保険税 第５期

口座振替日は
銀行・信 金…１１月２５日（木）
農協・郵便局…１１月２９日（月）

※納税は便利な口座振替で
～ 税金を 納めて作ろう 夢の町 ～

妻の住民税
均 等 割

非課税

課税

配 偶 者
特 別 控 除

受けられない
※平成１６年分
より廃止

受けられる
※２

受けられない

配偶者控除

受けられる
※１

受けられない

配 偶 者 の
パート年収

９３万円以下

９３万円超
１０３万円以下
１０３万円超
１４１万円以下

１４１万円以上

※１ 配偶者控除額は、所得税３８万円、住民税３３万円です。
※２ 配偶者特別控除額は、所得税最高３８万円、住民税最

高３３万円で、配偶者の合計所得金額により調整され
ます。
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